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かると
印
鑑
登
録
は
、
あ
な
た
の
身
分
や
財

産
を
守
る
大
切
な
も
の
で
す
。

印
鑑
登
録
の
で
き
る
方
は
、
登
別
市

の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る

方
と
、
登
別
市
の
外
国
人
登
録
原
票
に

登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
す
。

※　

歳
未
満
の
方
と
成
年
被
後
見
人
は
、

１５印
鑑
登
録
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

市
は
、
印
鑑
登
録
を
行
う
場
合
、
登

録
す
る
印
鑑
の
ほ
か
に
本
人
確
認
を
行

い
ま
す
の
で
、
次
の
も
の
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

な
お
、
印
鑑
登
録
の
手
続
き
は
、
本

人
が
行
う
の
が
原
則
で
す
が
、
代
理
人

に
よ
る
申
請
も
で
き
ま
す
。

◎
登
録
の
手
続
き

１.

本
人
申
請
の
場
合

�
１
種
類
で
よ
い
も
の

印
鑑
登
録
の

手
続
き
に
つ
い
て

国
民
年
金
に
は
、
免
除
制
度
や
学
生

納
付
特
例
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
国
民

年
金
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
い
と
き
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
免
除
制
度

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
、
申
請
に
よ
っ
て
国
民

年
金
保
険
料
を
免
除
す
る
制
度
で
す
。

▼
全
額
免
除　

前
年
の
所
得
に
基
づ
き
、

保
険
料
の
全
額
（
月
額
１
万
３
千　
３００

円
）
を
免
除

▼
半
額
免
除　

前
年
の
所
得
に
基
づ
き
、

保
険
料
の
半
額
（
月
額
６
千　

円
）

６５０

を
免
除
し
、
半
額
を
納
付

①
半
額
（
全
額
）
免
除
期
間
に
つ
い
て

は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期

間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額

を
計
算
す
る
際
は
保
険
料
を
納
め
た

期
間
の
３
分
の
２
（
全
額
免
除
の
場

合
は
３
分
の
１
）
と
し
て
計
算
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
半
額
納
付
分
を
納

め
な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
は

未
納
扱
い
と
な
り
、
老
齢
基
礎
年
金

の
受
給
資
格
期
間
に
も
年
金
額
に
も

算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

②
免
除
の
対
象
と
な
る
所
得
の
基
準
は

世
帯
構
成
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

③
免
除
期
間
は
７
月
（
ま
た
は
申
請
の

前
月
）
か
ら
翌
年
の
６
月
ま
で
で
す
。

７
月
か
ら
免
除
を
希
望
さ
れ
る
方
は

８
月
末
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

④
手
続
き
に
は
、
納
入
通
知
書
、
印
鑑
、

申
請
の
理
由
が
失
業
の
場
合
は
『
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
』
ま
た
は

『
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
』
が

必
要
で
す
。

◎
学
生
納
付
特
例
制
度

大
学
、
大
学
院
、
短
大
、
高
等
学
校
、

専
門
学
校
な
ど
（
一
部
適
用
に
な
ら
な

い
学
校
が
あ
り
ま
す
）
に
在
学
す
る　
２０

歳
以
上
の
学
生
で
あ
っ
て
、
学
生
本
人

の
前
年
の
所
得
が　

万
円
以
下
（
扶
養

６８

親
族
の
数
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）
で
あ

れ
ば
申
請
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
の

支
払
い
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

①
学
生
納
付
特
例
期
間
は
、　

年
以
内

１０

で
あ
れ
ば
そ
の
期
間
の
保
険
料
を
後

払
い
（
追
納
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
追
納
し
な
か
っ
た
期
間
は
、
老

齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
は

算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。

②
手
続
き
に
は
、
納
入
通
知
書
、
印
鑑
、

学
生
証
の
コ
ピ
ー
ま
た
は
在
学
証
明

書
が
必
要
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

保
険
年
金
課

　
　
　
　
　
　

（
�
◯８５
 

１
７
７
１
）

職
員
は
、
夏
季
の
執
務
を
快
適
に
行

い
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
る

た
め
、
軽
装
で
執
務
し
ま
す
の
で
、
ご

理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
実
施
期
間　

７
月
１
日
〜
８
月　

日
３１

▼
問
い
合
わ
せ　

総
務
課

　
　
　
　
　
　

（
�
◯８５
 

１
１
３
０
）

職
員
は
軽
装
で

執
務
し
ま
す

写
真
つ
き
で
割
印
の
あ
る
も
の
、
ま

た
は
写
真
が
刷
り
込
み
と
な
っ
て
い

る
も
の
（
官
公
署
発
行
の
免
許
証
・

許
可
証
・
身
分
証
明
書
や
、
学
校
長

発
行
の
学
生
証
、
会
社
発
行
の
身
分

証
明
書
な
ど
）

�
２
種
類
以
上
必
要
な
も
の

健
康
保
険
証
や
年
金
手
帳
、
学
生
証
、

金
融
機
関
の
預
金
通
帳
な
ど

�
保
証
書
の
提
出

登
別
市
で
す
で
に
印
鑑
登
録
し
て
い

る
方
が
、
申
請
者
本
人
に
間
違
い
が

無
い
こ
と
を
保
証
し
た
書
面
（
保
証

人
の
登
録
印
の
押
印
と
印
鑑
登
録
番

号
の
記
入
が
必
要
で
す
）

※
何
れ
も
提
出
で
き
な
い
と
き
は
、
文

書
に
よ
る
照
会
を
行
い
ま
す
の
で
即

日
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

２.

代
理
申
請
の
場
合

文
書
に
よ
る
照
会
を
行
い
ま
す
の
で
、

即
日
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

�
代
理
人
が
持
参
す
る
も
の

代
理
権
授
与
通
知
書
（
窓
口
備
え
付

け
用
紙
）
、
登
録
申
請
者
の
印
鑑
、

代
理
人
の
印
鑑

※
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
印
鑑
登
録
証
の
交
付

印
鑑
登
録
の
登
録
事
務
が
完
了
す

る
と
『
登
録
証
』
を
交
付
し
ま
す
。

登
録
後
、
印
鑑
証
明
書
が
必
要
な
場

合
は
、
こ
の
『
登
録
証
』
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
本
人
以
外
の
方
が
、
『
登

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
の

が
困
難
な
場
合
は

録
証
』
を
持
参
し
て
も
印
鑑
証
明
書

を
交
付
し
ま
す
の
で
、
取
り
扱
い
に

は
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

※
印
鑑
登
録
の
手
続
き
は
、
市
民
課
、

各
支
所
で
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

市
民
課

　
　
　
　
　
　
　

（
�
◯８５
 

１
８
５
５
）


